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小袖の発生・発達は， 武家社会と庶民社会に

おけるこつの系統に大別され、 それぞれ独自の

特色をもっている。 前者においては， 朝服の一

要素としての脱着だったものが， しだいに表着

化の過程をたどって発達したものである。一方，

後者では， 庶民の衣服であった い手無し11に，

肌の保護・動きやすさ等の労働の機能性が付与

され筒袖状のものが加えられ， それが小袖と呼

ばれるようになった。 これは凱を保護するため

に m腕賞" を用いたのと詞じ理由である。 こう

して， 庶民の小袖は， 最初から表着として使用

され発達したのである。

武家社会の変若手に伴う儀礼の簡略化と， 労働

の機能性の向上という背景を考え， このニ分化

を前提とした上で， 更にその相互作用を検討す

ることによって， 総合的な考察が可能となるで

あろう。

本稿でとり上げた 「七一番職人讃歌合J は，

室町末期近くに捕かれている。 室町幕府の崩壊

は， 打ち続くー授と群雄の割拠によって一層決

定的となり， 所語戦闘時代へと時代は移行しつ
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つあった。 このような一大激動期に遭遇した庶

民の小袖も， かつてないほどの変化・発展を遂

げたのである。 衣服の文化は， 社会からの自律

性を保って独自の発展をみる場合もあるが， し

かし究極的には， 社会全体の大きな変動によっ

て規定されるものであり， 社会が激動する場合

はなお更そうなのである。

本稿は， 以上のように， 度史的背景をふまえ

つつ， í七一番職人重量歌合J を手がかりとして，

室町期の庶民小袖にあらわれた形態や， 文様配

置の変化を検討する試論である。

1 r七一番職人塞歌合Jの特色

「七一番職人謹歌合J(以下「七一委jと略す〉

は， 岩崎佳枝川七一議職人歌合j成立年時考j1)

によると、 明応9 年(1500) 10月25日以降， 遅

くとも暁応10年の初めまでに成立したとされて

いる。 周知のように， í七一番j は， 142人とい

う多数の職人が描かれている。 なかでも前回育

得、会本と東京国立博物館本が有名で， どちらも

丁寧に描かれ， 彩色も鮮明である。 従って， そ

の資料的価値は高く， 室町時代の庶民の生活，

及び職人の労働着=日常着を知るうえで貴重な

資料である。



「七一番」 に現れた女性の服装の特徴を下記

にあげると

1，白小袖を着ている者はいない。

2，文様小袖， 又は色小袖を着ている。

3，肩裾文様と片身替文様が数多く表れている。

4，小袖の下に白い下着を用いている者が数多い

こと。

5，特に注目すべき点は， 摺が一切現れず， 帯だ

けが出現していること。

すでに， 平安末期に捕かれた大阪四天王寺蔵

「扇面古写経」 に， 図 l にみられるような腰紐

状の帯が見受けられる。 しかし， 小袖の着用は，

詔による場合が大半であり， 1"信貴山縁起J 1"春

日権現験記」 にこの傾向が見られる。 f七一番」

からは， この摺が‘消えて帯が表面にあらわれ，

その結果， 着色や帯幅の拡張などが進行してい

ることがうかがえる。 後に考察するが， 小袖の

発展過程におせる帯の表面化は， 文様配置上も

着装方法上も，きわめて閥期的な事象であった。

以上より， 室町時代は， 庶民の小袖の確立期

を検討する上で， 特に重要な位置を占めている

と言ってよい。 今回は， 登場人物142人中3 2人の

割合を市める女性達の小袖をとり上げて検討す

る。

2 庶喪小袖の変遷

平安時代の庶民衣服は， まだ主たる傾向をも

たず， 別手無し"
\\
短袖1/、、小袖1/等が併存する状

態であった。「扇面古写経jには， 図 2 のように，

短い袖が付いた衣服があり， 従来の手無しとは

明らかに区別できる。 しかし当時の小袖は， 密

3 のように， 袖の型が筒袖状のものや， 図 4の

ように， 挟と思われる禎や短袖など， 様々なも

のがあり， 各種が混在している。 着丈も藤まで

の短いものがあったり， 着装方法も小袖に摺を

巻き付ける状態であった。 この当時までは， 小

袖はまだ萌芽期にあり， 改良の余地が十分残さ

れていた。

更に庶民の衣践は， その生活上労働の機能性

に主眼がおかれた。 なかでも武家社会に用いら
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図l 綾紐状の帯 (蔵扇古写経)

図2 短被 (扇箇古写経)

凶3 小袖 (扇面お写経)

図4 挟のある小袖 (扇面古写経)



れていた広抽は， 庶民に要求される労働の遂行

の上で， 問題が多かった為， 広く庶民がこれを

用いることはなかったようである。 着用傾向が

筒袖に集中していった事実は， 庶民の生活の知

恵として， 当然の成り行きであったと言える。

この延長の頂点に立ったのが小袖であった。

保元2生存(1157) から， 治承4年(1180) の

関に成立したとされる「信貴山縁起」になると，

小袖の形態もだいぶ今臼の着物に近いものに変

化してきた。 たとえば， 図 5 をみると， それ以

前の小袖に比して， より袖が長くなっており，

また着丈も対丈になっている。 その他， この絵

巻物の中の庶民の女性は， 手無し， 短袖などは

一切見られず， すべて小袖に摺姿である。 手無

しや短袖が， 庶民の生活の中で消滅したとは言

えないが， 小袖の比重が相対的に増して来たこ

とは， はっきり雷えよう。 摺については， 前結

びゃ横結びがあり， その着装方法に一定の法則

はなかったようである。

鎌倉時代に入っても， 小袖に摺を巻くその形

態は平安時代と変らないが， 特筆すべき点は武

家社会に 、、小袖被衣If がうまれたことである。

14世紀初頭に完成したとされる「春日権現験記J

には， 国 6 のようにその様子がうかがわれる。

この事は， 武家社会における報装の鯖略化を意

味している。 それまで， 女性の外出の際は， 格

式ばった壷装束を用いていた。

以上のような過程で， 最民の小袖は室町期に

到り， 先に述べたように， 摺の消滅によって，

帯が出現し， 小袖の全体が表面に姿を表すこと

となり， 今日の着物と同じ様式， つまり今日の

小袖の原型をみることになったのである。

3 帯の表面化と罵概文様

帯の出現は， 小袖の着装形態だけでなく， 文

様寵置にも大きな影響を与えている。 帯の出現

が文様配置にどのように影響を与えたのか考察

するために， 肩裾文様をあげてみよう。

肩裾文様とは， 肩と裾の部分を雲形などの崩

線で区切り，その中に文様を置いたものであり，

従来の総文様に比して， 一段高い技術を要求す

るものであったようだ。室町以前に描かれた「扇

面古写経J r信貴山縁起J r春日権現験記」 のそ

のどれをみても， 庶民の小袖はすべて総文様で

あり，従って，r七一番jが捕かれた室町期に入っ

て始めて生み出された文様配置である。

1 武家社会の場合

絵巻物の資料をみる罷りでは， 肩据文様は，

武家社会において庶民より逸早く見受けられ

る。「春5権現験記J�こ図 7のように， 典型的な

型が表れている。

表面上は， 庶民の肩裾文様も武家社会におけ

る肩裾文様も向じ文様配置であるが， その発生

には， それぞれに異なる背景があるように思わ

れる。 庸と裾にのみ文様が配置され， 出が大き

く残された理由について，r本来の白小袖の名残

をとどめたものであろうJ2)とする説もある。 E在

図5 小袖 (信黄山縁起) 図6 小袖被衣 (春日権現験記) 図7 溝禄文様 (春臼権現験記)

(85) 



かに， 武家社会における小袖は， 元々 は内着で

あり， 脱隠しとして小袖を用いたが為に， 当然

白小袖であった。 しかしこれでは， 何故肩と裾

の所に文様が配置されたのかの説明にはならな

い。また， 白を大きく残すことが，1自の正式性J

を保存するための積極的な意義を狙っていたと

は考えがたい。 武家社会では小袖はむしろ私服

たる性格が強く， その社会で要求されるf正式

性J による制提よりは， 個人の趣味が許容され

易かったで、あろう。

そこで， むしろ小袖の表着化の過程で， これ

を説明する方が妥当ではなかろうか。 つまり，

他人の視界に入るおそれのある， 肩・襟・裾に

文様を集中させた， とし、う考えである。 身分関

係による制限から解放された文様は， このよう

に n人の[3" を反映した美意識の中から発達し

やすい。 こうして， 内着の段階から， 他人の自

を意識して， 露出部近くに文様を記置する， と

いうことは， 表着化の具体的過謹を説明するも

のであろう。

2 庶民の場合

一方庶民では， もともと小袖の上に袴をはく

こともなければ，小袖被衣をかぶることもなく，

小袖自体が表着として使用され続けて来た。

従って， 庶民の肩裾の発生については， 上記の

説明は， 明らかに当てはまらない。 そこで着目

されるのは， 詔が省略された後の帯の表面化で

ある。

「七一番」 を見てみると， 女性32人中 7人が

肩裾文様の小袖を着用している。 それぞれ見て

いくと， 図8と悶9 は縞で構成された清裾文様

で， 国 8 の方は， 縞と縞の時にぼかしの技法が

使われている。 図1 0は， 罵裾のぼかしの中十こ小

桜が描かれ， 図11 は， きれいに形付けられた雲

形の外に霞散文様がみられ， 雲形の中には霞散

文と小花文が描かれている。 図1 2は， ぼかしの

肩裾文操で， 小桜文様が描かれている。

重要なのは， これらすべては帯を使って着装

されており， 詔によって着装されたものは， 一

切見受けられないことである。 ここに， 肩裾文

様発生につながる重要な変化があったと思われ
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る。 帯による直線のイメージは， 従来の総文様

を自然に上下に二分割する。 そのため， 文様配

置の中心が分離し， 上端と下端に集中化するの

である。 たしかに， 詔も身体をよ下に分割する

印象を与えはずる。 がしかし， その面積から見

ても， 一倍の独立した衣服の印象をもち， その

ため， 小袖全体を明確に二分割して眺め返す契

機を失うものであった。 この点， ずっと幅の狭

い帯， 紐状の帯こそが明確に小袖の総文様をニ

分割するものであり， 肩裾文様の発生を促す契

機になりえたのではなかろうか。 もっとも， 帯

による上下のこ分割だけを理由とするのは確か

に早計であり， 庶民以前に一定独自に発達した

武家社会の肩裾文様を， 意識的に模倣したこと

も否定できない。 下魁上の世情では， 下がよの

衣販を積極的に取り入れようとする欲求は強

まっていたであろう。 上級文化は， もはや震の

上のものではなく， 模倣が許されるものである

ことを， 多くの庶民は気付き始めていたのであ

る。

次に帯の形態でかるが， そのどれをとっても

紐状の帯で， 先にあげた 「扇面古写経」 の平安

末期のものと大差がなく， わずかに着色がなさ

れるようになった。 図1 3は， I帯売り」が， ー幅

の布を口にして，鉄で裁断している閣で， I七一

番J の職人が着用している帯に比べて， 文様も

見受けられ， 高級品である。 とはいえ， ただ布

を裁ち切っただけのもので， むしろ「帯布売り」

と言った方が適切かと思われる穏で， 今日の帯

と比較すると， きわめて粗雑なものであった。

結び方について克てみると， 帯着用者9名の

うち， 右横結び 2名， 前結び l 名， 左横結び1

名， その他不明 5名と， 結び方はそれぞれ自由

であった。 これは， 紐状の帯である為， 体のど

こで結んでも労働になんら不都合を与えるもの

ではなかったからであろう。 また， 図1 4では，

帯の在右の色がちがう。 これはただ単に布地が

不足していたからであって， 美的観点からその

ような配色になった， と考えるには無理があろ

うo �時の社会的混乱に伴う日常物質の不足の

ため， と考えるのが妥当で、あり， この点は， 後



図8 立ち君

図11 もちいうり

間14 薬物うり

国9 索菱重売 図10 すあひ

図12 こうかき 思13 帯うり

悶15 ぬいものし

(七一餐職人窪歌合)
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述する片身替文爆の発生の背景をなすものでも

ある。

いづ、れにしても， 帯の表部化は， 文様記震に

大きな影饗を与えていると思われるが， その意

義はこれにとどまらず， 着物着装の基本が，

に集約されてゆく端諸を切り聞いた点でも

であろう。

4 片身替文様の発生

次に文様構成のもう一つの柱の片身替文様に

ついて考えてみたい。 片身番文様とは， 背中心

を境に， 左右別の文様の生地で仕立てたものを

いう。 この 「七一番」 には， 3 体表れている。

個々に見ていくと， 関15では右半身が格子で

左半身が菊文様で，所々にぼかしが入っている。

色呂も濃擦と黄議色とまったく呉っている。 関

13では， 右半身が松葉文様で， 左半身が鷹箪文

で， どちらも一応植物文であるが， まったく趣

きの異なる文様の組み合せである。また色白は，

類や人物等から考えて， おそらく， 洛中もしく

は， 洛仁村近辺であろう。 少くとも， 武家文化周

辺の庶民文化と言える。 このような場所には，

社会的混乱や生活物資欠乏の影響は， 農村社会

ほど直接的にあらわれなかったのではなかろう

か。 相つぐ戦苦しで疲弊する一方の農村では，

接的な銭餓の危機に見舞われており， 一援用の

装具以外， 新しい衣組の発展は考えられなかっ

たであろう。 極箆の欠乏の中から， 新しい文様

が発生するとは忠われない。 他方， 一応安定し

た都市や町周辺の住民は， 欠乏しつつも， 流通

路は保証されていた。 こうして， 小弛全体を仕

立てるには不充分であるが， 布そのものの入手

は向んとか可能であるという， 混乱と秩序の徴

妙なバランスの中から片身替文様が発生した，

と蓄えないであろうか。

物質欠乏の視点は， 技術面からみても説携が

つく。 幸L、小袖は， 誼線裁断である。 従って，

仕立て替ゃくりまわしが容易で、ある為， 毎んだ

片身を他の片身と入れ変えて， 別の一つの衣瓶

と麹麗である。 図16では， 布半身が水草文 に仕立て替えたのではなかろうか。

様で， 左半身が段文様で， まったく別種の文様

の組み合せである。

それでは， 何故このような片身替文様が出現

したのであろうか。 上述したように， 片身替文

様の組み合せは，きわめて鑓宜的な印象があり，

文様構成の窮和からうまれたものとは考えにく

い。 従って， 次のように， 社会的背景から考察

することが妥当と考えられる。

の成立に先立つ約40年前， 既に応

仁の大乱が発生し， 室町幕府による社会的秩序

の崩壊は決定的となっている。 守護大名の支甑

体制がくつがえされ， 時代は群雄が割拠する，

所謂戦間へと向っている。 加えて， 土一挟， 間

一設など， ニk民や在地領主層による反乱，

向宗などの一授が連続するなど， 未曾有の社

会的混乱があった。

では， I七一番J vこ描かれた場所は， どのよう

なものであっただろうか。「職人数合の伝統を習

熟した画家が， 浩中洛外国際風のごときものを

させたJ 3)ことや， そこに登場する労働の議

(88) 

一方， 武家社会においてはどうであったろう

か。 いかに武士といえども， 下級の者たちは庶

と同様に閤窮しており， この点では， 武士に

おける片身替も同じ理由で説明してよいであろ

う。 庶民と異なるのは， その後の武家社会の中

での片身替の発展の仕方である。

室町時代の武家故実書 「御供故笠J4)文明14年

(1482 ) に，

一， かた身がはりのあはせの事， 十五六才ま

では用候 ， 其外は劃酌あるべし， 女房衆老ふ

けてもF自候中略

とある。 この時代， 片身替は15才又は16才まで

の衣服か， もしくは老女に到る婦女子に�良られ

ていたようである。 つまり年齢性別に娘定され

て使用されていたわけで、ある。 次の織農時代に

巻首町こ

ちやせんに遊し中堅各虎革

豹率四つ替りの半袴をめし

とあり， 元販後にま されるに到る。

の遺物としては， 鴎17のものがある。 これは，



総文様の小袖の右半分に， 染をほどこして， 地

の文様を透し出したもので， あらかじめ片身替

して， デザインしたものである。 つまり

生活の便宜上片身替にせざるをえなかった段階

をはなれ， 自 新しさや漸新さの追求が動機とな

り， 区画と区躍の対照の美しさを楽しむ段措に

到札 やがては成人の男性にまで用いられて

いった。

これらに対し， r七一番jにみられる点は， ど

れを見ても箆宜的な総み合せを感じさせる文様

として されることを想

密16 いをうり (七一番)

関17 片身替文様 (伝上杉鎌信所用)
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5 片身替肩据の発生

片身替は別々の身頃を縫合するイ土法であり，

罵裾は染織の仕法であった。 異なるイ土法の文様

構成が， いつしか融合され， 複雑な構成へと発

展するようになる。 二着の着古された肩裾の左

右の身壌を入れ替えてしまえば， そのまま片身

替肩裾が出現するわけであり， 物質不足の背景

を考えれば， 起るべくしておこったと言えよう。

このようにして， 片身替扇裾の端初が開かれた

のである。 室町末期に， 僧職， 服装， 織物に関

し した「翠騒隣鈴J 6)に

十六カハリ， 八カワザノ小袖。 貴人ノ外

四カワリハ。 王子人モ自然ニ著スノレ

ナリ。

とされ， )十身替潟裾の変化した四替が， 庶民一

般に用いられていたことがうかがわれるが， さ

らに「永享九年十月ニ十一日行主将己jηには，

一， 舞果て御査の御方へならせ給て有ニー献，

中野各。 御小袖御紋亀の甲たすきにひあふ

きひしと

衣御袴也。

との十六かはり紅の生

とされ， また， r震関御記J 8) 永亭十年(143 8)

4月26日僚に

廿六日。晴。太炊御門前内府参。 中将 小袖十

もろあを八替。 織物三重。 かた

すその格子一。 もろあをかうし一。 下略。

とある。 当時は， 永享の乱を始めとし， 各地で

一撲が勃発していた状態であったことから考え

て， 武家社会における片身替扇裾は， 物質不足

の為異なる裂地をつなぎ合せたものであると

われる。 その後， 境貿易における高級織物の輪

入や， 西陣の急成長と棺まって， 京都府宇良神

社蔵， r桐窟主主春花文薦裾Jのように， 芸誌筆絢:関

なるものが生まれた。 このように， 片身替扇揺

は， あらかじめ計算されて， 異なる色文様が段

になるよう織出された八番や十六替へと発展を

みることになる。 ここにおいて， 武家社会の小

袖は， 一層漸新業麗な世界へと発践する。



6 肩裾文様及び片身替文様発生に関す

る問題点

上述したように， 肩栂文様発生の契機が摺の

後の帯の表面化に求められ， 片身替文様が社会

的な背景に誼接に帰閣する， とし、う議論には，

確かに問題が残ることも事実である。 両文様が

庶民生活に登場する時期が大体同じであり， し

かも 「七一番j に見られるように， 河一地域の

職人達に併用されている以上， 両文様の発生は

同じ理由で説明されるのが妥当なはずである。

一方を衣蹴発展に内在するロジックで説明し，

他方を社会のロジックで藍接説明しようとする

のは， やはり粗い仮説の段階にすぎない。 この

点， 更に資料に分け入った具体的な検討で，

層実証的に裏付けられるべきであろう。

もっとも， 肩裾文様は， 庶民に先立つて， 既

に武家社会で私紐として広く使用されており，

庶民がこれを模倣したし、という願望を持ってい

たことも考えられ， この意識に並行して， 帯が

表面化したとすれば， ややなだらかにつまり，

文様発達自体のロジックが作用しうる状態で，

庶民に肩裾が根付いたという説明も可能なので

ある。

一方， 片身番文様では， 庶民に先行する武家

社会での発生を示す資料は見当たらず， ほぼ同

時代に， しかも少人と婦女子とし、う限定した形

で表れている。 従って， 庶民社会での片身替は，

武家社会の影響を直接に受けたとは考えがた

く， この点で， 当時庶民が直面せざるを得なかっ

た社会状況が， 直接に片身替文様の発生に作用

せざるを得なかった， と考え得る余地が残る訳

である。

いづれにせよ， 今後の課題として残っている。

7 文 様

文様についてみてみたし、。 「七一番」に表れた

女性の文様をあげてみると，

千鳥， n祭， 椀， 雲， 段， 格子， 菊， 松葉， 唐

草， 波， 梅， 小桜， 雁， 譲散， 小花

(90) 

である。

庶民における文様小袖は， その端緒を鎌倉時

代にみてよい。 それ以前は， わずかに， r粛面古

写経J(図 4 )に一体， 文様小袖と思われるもの，

f信貴山縁起j に， 菊の文様小袖を着ている女

が一人だけみられるだけである。 鎌倉期の 「春

日権現験記J になると， 文様小袖はかなり多く

見られ， r七一番J以前， おそらく鎌倉期墳から，

庶民の小袖に文諜が取り入れられることは， か

なり行なわれていたで、あろうJ七一番」の時代，

つまり室町に到って， 少くとも女子の小袖には，

全て文様が付けられている。

一方， 自小袖を下着として用いていた武家社

会では， 鎌倉に入札 文様が付けられるように

なった。 f慶義門御産記J 9)延慶4年(13 11) 3 

月25Bの{際に

今日姫君御行始也中障害予調進御服等白鷹織物

三御小袖中略色々格子御小袖地文小亀色々筋

一御小袖地文右越

とされ， その事がうかがわれる。 この文様附加

こそが， 武家社会における小袖の表着化を示す

ものである。

他方庶民の小袖は， その発生時から表着で

あった。 また武家社会のように， 色呂や文様に

関して， 細かし、きまりもなく， 比較的自由な発

想で文様を想像しえたはずであろう。ところが，

先に述べたように， 庶民における文様小袖の一

般化は， 武家社会とほぼ同時代と推定される。

何故表着であったにもかかわらず， 早い時代か

ら文様小袖が発生しえなかったのであろうか。

一般的には， 労働着としての性格上， 文様を必

要としなかったと雷えようが， ここでは， 小袖

の材費の問題を指摘しておきたい。 武家社会に

おいては， 絹織物が中心であり， 庶民社会にお

いては， 藤， しななどで， 上等で麻であり， 文

様をほどこすのに技術的にも困難であった。 鎌

倉期以降， 一定の庶民連にも麻織物や絹織物の

入手が可能となり， 武家文化の模倣も作用して，

庶民の中に文様小袖が浸透していったと考えら

れないだろうか。 「春日権現験記jには， 富豪や

長者の家で下働きする女や， 行商する女等， 様々



なf士事にたづさわる女性の文様小袖が多く霊場

している。 これらの人々は， 何らかの形で， 武

家文化に接触し得る庶毘であることに注目する

必要があろう。 この時代の一般の農民社会の衣

報については， おそらく， 麻以下の材費が普通

であり， 文様小袖の存在しうる余地は無かった

であろう。

8 下

、て述べたし、。 8 

(1011) 10月16尽陵10)に

に， はっきり対丈の下着を用いている事がうか

がわれる。 この事は， 庶民の聞にも， 下着の発

達が存在していた事を示している。 しかも小袖

一枚の衣服から， 小袖の中に着込む下着が登場

している。 言いかえれば， 下着を伴った小袖の

出現である。

当時は， 貿易や商業の一躍の発展の中で， 庶

民にも生活向上の欲求が高まり， 武家社会の快

適さを僕倣する傾向が強まっていたのであろ

う。 戦乱のt笠ではあれ， 強留な権力で， ある程

度社会秩序が保証された都市や町の庶民の中で

は， このような欲求が， 下着の着用という形で

箸無袖 表現されていたのではなかろうか。 もっとも，

このような生活文化の向上が許される庶民は，

小拾が肌着 極めて少数であったろう。

として患いられる以、前は， 袖のない!lJl着が舟い

られていたことがうかがわれる。 その後， r鎌倉 今後の課題

には， “脱小袖" の語も見受けられ，

小袖が肌着として用いられたことがうかがわれ 今聞は， r七一容Jの多くを占める男性の小袖

る。

庶民の下着に際ずる文献は見あたらず，

絵巻物でみていくと， r信黄山縁鵠」の中に， 山

崎長者の箆敷の菜罷で菜を擁む女にわずかにみ

られる。 しかし， これも， !lJl小袖のように対丈

のものであるかどうかは， 図版をみる限りでは

判別しがたし、。

ところが， r七一番」を見る限り， 留18のよう

図18 大原女 (七一番)
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については割愛したが， 今後は， 向時代の資料

と対照させ， 更に深く 「七一議j の資料的価値

の検討をすすめていきたい。 特に， 肩裾文様と

片身替文様は単なる文様配震としては見過し得

ない， 重要な問題を苧んでいる。 これは， 武家

社会と庶民社会の相方における小袖の発展と相

互作用という， 大きな流れの中で， 具体的に検

討， 実証されねばならず， 今後の大きな課題と

していきたい。

更に， 今回は 「庶民の小袖」 という， 一般的

な表現を用いているが， 各時代の各階層を区別

して検討する必要がある。 特に， 小袖の着用が

可能であったのは， r七一番jの“京ほり"が丈

の短い短袖の衣服に腕貫姿であることからも考

えて， 武家社会の周辺に位置する一部の庶民

だったようであり， 膨大な農民層は， 依然とし

て原始的な衣服文化の閣の中に， 取り残されて

いたであろう。「庶民j一般から各階層の時代的

特色の具体的検討へとすすまなければならない

理由が， ここにある。

最後に， 本研究を御指導いただいた本学遠藤

武教授， 下地一丸教授に深く感謝の意を捧げま



す。
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